
舞鶴市における審議会等の会議の公開に関する要綱 

(趣旨) 

第 1条 この要綱は、市政に対する市民の理解と信頼を深めるとともに、公正で開

かれた市政を推進するため、審議会等の会議(以下「会議」という。)の公開に関

し、必要な事項を定めるものとする。 

(定義) 

第 2条 この要綱において「審議会等」とは、次に掲げるものをいう。 

(1) 地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 138 条の 4 第 3 項の規定に基づき設

置する附属機関(以下「附属機関」という。) 

(2) 行政運営上の参考とするため、市民、学識経験者等から意見聴取をするこ

とを目的に開催する懇話会等 

(会議の公開) 

第 3条 会議は、公開する。ただし、会議(附属機関に係るものに限る。)が次の各

号のいずれかに該当するときは、当該会議の全部又は一部を公開しないことがで

きる。 

(1) 法令等の規定により、会議を公開することができないと認められるとき。 

(2) 舞鶴市情報公開条例(平成 11年条例第 31号)第 5条各号に定める情報(以下

「不開示情報」という。)を含む内容について審議等が行われるとき。 

(3) 会議を公開することにより、公正かつ円滑な議事運営に著しい支障が生じ

ると認められるとき。 

(公開の方法等) 

第 4条 会議の公開は、会議の傍聴を希望する者に対し、審議会等の長がその傍聴

を認めることにより行うものとする。 

2 審議会等は、会議を傍聴する者(以下「傍聴者」という。)の定員をあらかじめ

定め、傍聴席を設けるものとする。 

3 審議会等は、会議が公正かつ円滑に行われるよう傍聴に係る遵守事項を定めるも

のとする。 

4 審議会等は、傍聴者に対し、会議に係る資料を提供するものとする。ただし、

附属機関に係る資料で不開示情報が含まれるものについては、この限りでない。 

(会議開催計画書の作成等) 



第 5条 審議会等を所管する課等の長(以下「所管課長」という。)は、公開の会議

を開催するときは、会議を開催する日の 2週間前までに、会議開催計画書(様式第

1号)を作成し、総務課長に送付するものとする。ただし、緊急に会議を開催する

必要が生じたときは、開催の決定後、速やかに行うものとする。 

(会議開催計画の公表) 

第 6条 前条の会議開催計画書の内容は、会議を開催する日のおおむね 1週間前ま

でに、市の広報紙及びホームページへの掲載、市政情報コーナーへの配架等によ

り公表するものとする。ただし、緊急に会議を開催する必要が生じたときは、こ

の限りでない。 

(会議結果報告書の作成等) 

第 7条 所管課長は、公開の会議を開催したときは、当該会議の終了後、速やかに

会議結果報告書(様式第 2号)を作成し、総務課長に送付するものとする。 

(会議結果の公表) 

第 8条 前条の会議結果報告書の内容は、市のホームページへの掲載、市政情報コ

ーナーへの配架等により公表するものとする。 

(非公開の会議の取扱い) 

第 9条 所管課長は、非公開の会議を開催したときは、当該会議の終了後、可能な

範囲で、その結果を公表するよう努めるものとする。 

(運用状況の公表) 

第 10条 所管課長は、毎年度終了後、会議の公開に関する運用状況を、会議公開運

用状況報告書(様式第 3号)により、総務課長に報告するものとする。 

2 総務課長は、前項の会議公開運用状況報告書をとりまとめ、市のホームページへ

の掲載等により公表するものとする。 

(審議会等の概要の公表) 

第 11条 所管課長は、審議会等の設置等をしたとき又は既に設置等をしている審議

会等の変更若しくは廃止等をしたときは、審議会等設置等(変更・廃止等)届出書

(様式第 4号)を作成し、総務課長に送付するものとする。 

2 総務課長は、審議会等の概要を市のホームページへの掲載等により公表するもの

とする。 

(その他) 



第 12条 この要綱に定めるもののほか、会議の公開に関し必要な事項は、別に定め

る。 

附 則 

この要綱は、平成 22年 4月 1日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成 28年 10月 1日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和 2年 4月 1日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和 5年 10月 1日から施行する。 

 



様式第１号(第 5 条関係) 

 

会 議 開 催 計 画 書 

年  月  日 

 

会 議 の 名 称     年度 第  回 

種 別 □附 属 機 関   □懇 話 会 等 

開 催 日 時    年   月   日（   ）    時   分 ～ 

開 催 場 所  

議 題 

 

 

 

 

 

 

公 開 の 区 分 
□公  開 

□部分公開 [理由] 

傍 聴 者 の 定 員            名 

その他特記事項 

 

 

 

 

 

 

 

担 当 課 
舞鶴市      部       課 

TEL (    )    - 



様式第 2 号(第 7 条関係) 

 

会 議 結 果 報 告 書 

年  月  日 

 

会 議 の 名 称     年度 第  回 

種 別 □附 属 機 関   □懇 話 会 等 

開 催 日 時    年   月   日（   ）    時   分 ～ 

開 催 場 所  

出 席 者 
 

 

議 題 

 

 

 

 

 

 

公 開 の 区 分 
□公  開 

□部分公開 [理由] 

傍 聴 者 数            名 

審 議 結 果 

及 び 

主 な 意 見 等 

 

 

 

 

 

会議録の作成様式 □詳 細   □要 約 

備 考 
 

 

 

担 当 課 
舞鶴市      部       課 

TEL (    )    - 



様式第 3 号(第 10 条関係) 

 

会議公開運用状況報告書 

 

年  月  日 

 

(宛先) 総務課長 

 

課長  

 

    年度の審議会等の会議の公開に関する運用状況について、次のとおり報告しま

す。 

 

審議会等の名称 種別 
会議の開催回数(回) 傍聴者数 

(人) 公開 部分公開 非公開 

      

      

      

      

      

 

 

担 当 課 
舞鶴市      部       課 

TEL (    )    - 

 



様式第 4 号(第 11 条関係) 

 

審議会等設置等(変更・廃止等)届出書 

年  月  日 

(宛先) 総務課長 

課長  

 

所 管 課 名       部      課 

名 称  

種 別 □附 属 機 関   □懇 話 会 等 

設置等・変更・廃止等の別 □設 置 等   □変   更   □廃 止 等 

設置等(変更・廃止等)年月日       年    月    日 

設 置 等 の 目 的 及 び 

所 掌 事 務 内 容 
 

設 置 等 根 拠 条 例 等  

委 員 定 数                名 

委 員 の 任 期                年 

備 考 欄  

 


